
郵便での転出届の方法について 

 

安中市に住民登録がある人が、安中市外へ転出する手続を郵便により行う場合のご案内です。 

（同じ世帯以外の代理人が手続する場合は、委任状が必要です） 

 

① 届  書 別紙の郵便等による転出届書に必要事項を自書してください。 

         （電話番号は、昼間の連絡先を必ず記入してください。） 

※ Excel で入力される場合は、届出人欄に氏名の自筆署名か記名押印が必要です。 

 

② 確認書類 届出者を特定するために、運転免許証等のコピーを同封してください。 

 

③ 返還書類 転出により本市の国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び印鑑登録の資格

が喪失します。該当する人は資格確認書等を同封しお返しください。 

※ 世帯の状況、保険資格等によっては、郵送での手続をご遠慮いただく場合があります。 

 

④ 返信用封筒 返送先の住所・氏名を記入して、切手を貼った封筒を同封してください｡ 

 ※ 転出証明書には個人番号（マイナンバー）が記載されますので、簡易書留での返送となります。

そのため、返信用封筒には、460 円分の切手（普通郵便料金 110 円＋簡易書留料金 350 円）を貼

ってください。 

（お急ぎのときは､速達料金 300 円を追加してください。） 

 

⑤ ①②③④を同封し、安中市役所市民課窓口係に送付してください｡ 

 

 

 

 

     

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 転出する人の中に有効な個人番号カードをお持ちの方がいる場合は、転出の届出のみで転出証

明書の交付を受ける必要がない場合があります。個人番号カードをお持ちの方が郵便での転出届

を行う場合は、事前に安中市役所市民課窓口係（電話 027-382-1111）にお問い合わせください。 

 

（お願い）郵送による手続きは､配達の日数と役所の事務処理日数が必要です。特に､期間が土･日･休日に

またがるときは､日数に余裕をもって手続きしてください｡ 
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① 届書 

② 運転免許証等のコピー 

③ 返還書類 

④ 返信用封筒 

〒 379-0192 

資格確認書 
印 鑑 登

録証 



令和 年 月 日

〒 -

(署名又は記名押印）
年 月 日

昼間連絡がとれる番号【 自宅 ・ 携帯 ・ 会社 ・ その他（ )】

（ ） -

）

年 月 日

※届出者を特定するための確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証等のコピーを添付してください。

有 ・ 無

転出の理由を記入してください。（例：転勤のため、通学のため等）
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 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦

男 ・ 女

有 ・ 無
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 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦

男 ・ 女 有 ・ 無
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 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦

男 ・ 女

有 ・ 無
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 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦

男 ・ 女 有 ・ 無
転
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（フリガナ）

氏　名
生年月日 性別 世帯主との続柄

（今までの住所での）

マイナンバー
カードの有無

1

 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 ・ 西暦

男 ・ 女

令和・西暦

今
ま
で
の
住
所

住所

世帯主

関係
あなたと転出する人との関係は？

　本人 ・ 同じ世帯の人 ・ その他（

新
し
い
住
所

住所

世帯主氏名

住み始めた日

電話

氏名 生年月日
（ 明治・大正・昭和・平成・令和・西暦 ）

郵便等による転出届書

（あて先）　安中市長
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人
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